
議案第１ 地域内フィーダー系統確保維持計画について 

国庫補助金の交付を申請するため、別紙案のとおり地域内フィーダー系統確保維持計

画を策定し、及び申請後の軽微な修正を事務局一任とすることについて協議をお願いし

ます。 

 



 
別紙 

 平成 28 年度地域内フィーダー系統確保維持計画（案）  

 

平成 27 年 6 月○日 

（名称）幸手市地域公共交通会議   

（代表者名） 会長 藤倉  正 印 

１ 地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

幸手市は、国道４号線を中心に市街地が発達し、商業施設も国道４号線沿いに集

中している。一方で居住地や公共施設は郊外にも拡散している。 

主な公共交通は、鉄道、路線バス、タクシーが挙げられる。鉄道は、東武鉄道日

光線が通っており、市内の幸手駅と隣町の杉戸高野台駅が最寄り駅となっている。

路線バスは、幸手駅―五霞町役場線、幸手駅―杉戸高野台駅線、東武動物公園駅―

境車庫線、東鷲宮駅―幸手市コミュニティセンター線の４つの路線がある。また、

市では市内循環バスを４つの路線で運行しているが、便も少なく、路線が市域の全

てを網羅できておらず、必ずしも利便性の高い移動手段ではない。日常の移動手段

としては、マイカーや家族間送迎の依存が高い。しかし、マイカーを利用できない

者や単身世帯の者も増えてきている。 

幸手市の高齢化率は、平成２７年３月３１日時点で２８．９％となっており、高

齢者を中心とした移動困難者のため、通院や買い物等の日常生活を支える公共交通

の確保が求められている。  

「第５次総合振興計画後期基本計画」では「市民ニーズに対応した、より利便性の

高いバス路線の拡充や、他の交通手段の検討が必要」としている。これを受け、新

たにデマンド交通の運行を開始する。 
 

 

２ 地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

年間利用者数 

平成２８年度（平成２７年１０月～平成２８年９月） ２２，９４１人 

平成２９年度（平成２８年１０月～平成２９年９月） ３０，９７０人 

平成３０年度（平成２９年１０月～平成３０年９月） ３４，５７３人 

（２）事業の効果 

市全域において、高齢者を中心とした移動困難者の日常生活を支える公共交通網

が確保できる。また、既存の路線バスや鉄道と接続により、公共交通の利便性が向

上する。 

 

 

３ 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運

行予定者 

（１）運行系統・運行区域の概要 

運行区域：幸手市内全域 

運行形態：路線を定めず、自宅等の事前登録地からあらかじめ定められた目的地で

乗り降りする予約制乗り合い運行 

    （登録地から目的地まで、目的地から目的地まで又は目的地から登録地ま

での移動ができる） 

目 的 地：３００箇所程度 



 

（２）運行予定者 

表１のとおり 

 

 

４ 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

表２のとおり 

 

５ 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

株式会社東埼玉観光バス 

 

６ 補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法 

活性化法法定協議会を補助対象事業者としないため記載せず 

 

 

７ 別表４及び別表４－１の補助事業の基準二に基づき、協議会が平日１日当たり

 の運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

該当なし 

 

８ 別表４及び別表４－１の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の

 中心市町村に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

該当なし 

 

 

９ 地域公共交通確保維持事業を行う地域の概要 

表５のとおり 

 

１０ 車両の取得に係る目的・必要性 

該当なし 

 

 

１１ 車両の取得に係る定量的な目標・効果  

該当なし 

 

１２ 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の総額、負

  担者及びその負担額  

該当なし 

 

 

１３ 老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業におけ

  る収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活

  用した利用促進策） 

該当なし 

 



 
 

 

 

１４ 協議会の開催状況と主な議論  

平成２６年度幸手市地域公共交通会議 

 第１回 開催日：平成２７年１月１５日（木） 

議 題：デマンド交通導入について 

 第２回 開催日：平成２７年２月２０日（金） 

議 題：デマンド交通導入について（修正案） 

  

 平成２７年度幸手市地域公共交通会議 

 第１回 開催日：平成２７年６月１８日（木） 

     議 題：（１）デマンド交通運行管理業務受託業者報告について 

         （２）デマンド交通目的地設定について 

         （３）地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について 
 

１５ 利用者等の意見の反映 

（１）市内の公共交通についてアンケート調査を実施 

  期  間：平成２６年７月１１日～平成２６年７月３１日 

  対 象 者：市内在住の１８歳以上の市民のうち無作為抽出した１，９００人 

及び区長１００人  計２，０００人 

  回収件数：８３０件（４１．５％） 

 

（２）市内の公共交通について市内循環バス利用者にアンケート調査を実施 

期   間：平成２６年８月１８日～平成２６年８月３０日 

対 象 者：市内循環バス利用者 

回収件数：６１件 

 

（３）幸手市デマンド交通運行計画策定にあたってパブリックコメントを実施 

  期   間：平成２６年１１月２５日～平成２６年１２月１９日 

  件   数：３件 

 

以上で回収した意見をもとに地域公共交通会議にて協議を進め、幸手市デマンド

交通運行計画に反映した。 

 

１６ 協議会メンバーの構成員 

幸手市長又はその指名す

る者 
幸手市 副市長 

一般乗合旅客自動車運送

事業者の代表 
朝日自動車㈱ 

一般貸切（乗合）旅客自動

車運送事業者の代表 

中田商会㈱、㈱東埼玉観光バス、幸手タクシー㈲、 

㈲共和タクシー 

一般社団法人埼玉県バス

協会の代表 
一般社団法人埼玉県バス協会  

一般社団法人埼玉県乗用

自動車協会の代表 
一般社団法人埼玉県乗用自動車協会 

住民または利用者の代表 幸手市区長会 



 
埼玉県運輸支局長又はそ

の指名する者 

国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局  

首席運輸企画専門官 

一般旅客自動車運送事業

者の事業用自動車の運転

手が組織する団体の代表 

朝日自動車労働組合 執行委員長 

道路管理者又はその指名

する者 
埼玉県杉戸県土整備事務所 管理担当課長 

幸手警察署長又はその指

名する者 
埼玉県幸手警察署 交通課長 

その他市長が必要と認め

る者 

幸手市総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、 

建設経済部長、教育次長 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）埼玉県幸手市東４丁目６番８号 

（所 属）市民生活部 市民協働課    

（氏 名）綿貫 佳美          

（電 話）0480-43-1111 内線 173       

（e-mail）kyoudou@city.satte.lg.jp     

 

     

 



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 平成28年度

乗合バス型
／デマンド
型の別

基準ロで
該当する
要件

接続する補助対
象地域間幹線系
統等と接続確保
策

基準ニで該
当する要件
（別表７の
み）

埼玉県
幸手市

株式会社
東埼玉観光バス

(1) 2,639 2,639 デマンド型 ①
朝日自動車株式会
社の路線バス停留
所と接続

①

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2,639

2,639
国庫補助
上限額（千
円）

2,639

（注）

１．「確保維持事業に要する国庫補助額（千円）」は表２における「補助対象系統の１／２」を小数点第１位（百円単位）まで記載する。

５．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

４．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接
続を確保するかについて記載する。

合　　　　　計

国庫補助金内定申請額（千円）（合計と国庫補助上限額を比べて少ない額）

再
編
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）都道府県

（市区町
村）

運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額
（千円）

国庫補助金
内定申請額
（千円）

２．「国庫補助額内定申請額（千円）」には、各運行予定者毎でまとめて表２における「国庫補助金内定申請額」を記載する。

３．「再編特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、「○」を記載する。



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 平成29年度

乗合バス型
／デマンド
型の別

基準ロで
該当する
要件

接続する補助対
象地域間幹線系
統等と接続確保
策

基準ニで該
当する要件
（別表７の
み）

埼玉県
幸手市

株式会社
東埼玉観光バス

(1) 2,639 2,639 デマンド型 ①
朝日自動車株式会
社の路線バス停留
所と接続

①

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2,639

2,639
国庫補助
上限額（千

円）
2,639

（注）

１．「確保維持事業に要する国庫補助額（千円）」は表２における「補助対象系統の１／２」を小数点第１位（百円単位）まで記載する。

５．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

４．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接
続を確保するかについて記載する。

再
編
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

合　　　　　計

国庫補助金内定申請額（千円）（合計と国庫補助上限額を比べて少ない額）

２．「国庫補助額内定申請額（千円）」には、各運行予定者毎でまとめて表２における「国庫補助金内定申請額」を記載する。

３．「再編特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、「○」を記載する。

都道府県
（市区町

村）
運行予定者名

運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額

（千円）

国庫補助金
内定申請額

（千円）



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 平成30年度

乗合バス型
／デマンド
型の別

基準ロで
該当する
要件

接続する補助対
象地域間幹線系
統等と接続確保
策

基準ニで該
当する要件
（別表７の
み）

埼玉県
幸手市

株式会社
東埼玉観光バス

(1) 2,639 2,639 デマンド型 ①
朝日自動車株式会
社の路線バス停留
所と接続

①

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2,639

2,639
国庫補助
上限額（千

円）
2,639

（注）

１．「確保維持事業に要する国庫補助額（千円）」は表２における「補助対象系統の１／２」を小数点第１位（百円単位）まで記載する。

５．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

４．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接
続を確保するかについて記載する。

再
編
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

合　　　　　計

国庫補助金内定申請額（千円）（合計と国庫補助上限額を比べて少ない額）

２．「国庫補助額内定申請額（千円）」には、各運行予定者毎でまとめて表２における「国庫補助金内定申請額」を記載する。

３．「再編特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、「○」を記載する。

都道府県
（市区町

村）
運行予定者名

運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額

（千円）

国庫補助金
内定申請額

（千円）



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【デマンド型（区域）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

台 時間 ％

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 時間

2 日 回 時間 時間

3 日 回 時間 時間

4 日 回 時間 時間

系統 時間

1

2 円

3 円

4 円

5,292時間

5,292時間

事業者名 株式会社東埼玉観光バス 平成28年度

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 千円 営業外収益 経常収益（イ）

営業費用 千円 営業外費用 経常費用（ロ）

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数

（ハ）

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

経常収支率

営業損益 千円 営業外損益 経常損益

補助ブロック名
補助対象事業者の

時間当たり経常費用
ロ÷ハ÷ニ＝ホ

地域時間当たり
標準経常費用

ヘ

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

ト

時間当たり経常収益
イ÷ハ÷ニ＝チ

武蔵・相模 3,676円 　　57銭 2,721円　　　96銭 2,721円　　　96銭 円　　　　銭

補助ブロック外乗り入
れ部分及び同一補助ブ
ロック市区町村外乗り

入れ部分以外のサービ
ス提供時間の比率

計画サービス提供時
間

（リ－（ヌ＋ル)）÷リ＝
ヲ

ワ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行
日数

発地
営業
区域

着地

リ ヌ ル

計画運行
回数

１回あたりサービス提
供時間

リのうち補助ブロック外
乗入部分に係るサービス

提供時間

リのうち同一補助
ブロック

市区町村外乗入
部分に係るサービ

ス提供時間

100%

時間 時間

武蔵・相模

1時間 0時間 05,292回294日

時間 時間

時間 時間

0時間 0

補助ブ
ロック名

申請
番号

補助対象
経常費用
の見込額

経常収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

タのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町

村外乗入部分以
外に係るもの

補助対象経費

合計 1時間

補助対象経費の1/2
国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ナ又はラのうち
いずれか少ない

ほうの額）

ト×ワ以下の
額：カ

チ×ワ以上の
額：ヨ

カ－ヨ＝タ タ×ヲ＝ツ ネ

千円 千円

合計 5,161,725円 9,242千円 4,621千円

ネ×1/2＝ナ ラ ム

武蔵・相模

5,161,725円 9,242千円 4,621千円

千円 千円

千円 千円

2,639千円 2,639千円

9,242,887円

9,242,887円

9,242,887円

円

円

円

9,242,887円

14,404,612円

円

円

円

14,404,612円



1

2 円

3 円

4 円

円 円 ％ 円 ％ 円 ％

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控除

した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

ノの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の
具体的概要

ホ×ワ－ヨ＝ウ ウ－ム＝ノ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額

0

合計

負担割合 負担額 負担割合

武蔵・相模

100%

 6.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 7.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 8.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 9.「１回当たりサービス提供時間」（リ欄）については、【（１回あたり平均運行時間）＋（１日あたり平均待機時間／１日あたり運行回数）】により算出すること。

10.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算
出すること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

11.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが
異なる市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で
定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載
すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付
け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.「補助対象期間の前々年度の保有車両台数」の欄は、事業者が保有する車両数でなく、生活交通確保維持改善計画に記載された運行系統を運行するにあたって必要な車両台数を記載す
ること。

18.サービス提供時間とは、事業開始時間（運行開始時間）から事業終了時間（運行終了時間）までの間をいい、その間の待機時間、回送時間、予約受付にかかる時間についても含める。な
お、サービス提供時間外に行われる予約受付等については、補助対象外とする。

19.待機時間とは、サービス提供時間のうち、実運行しなかった時間をいう。但し、休憩時間及びその他事業に従事している時間は含めない。

20.回送時間について、乗客が降車した後、帰庫する際の回送運行は実運行時間として差し支えない。なお、回送運行中（帰庫途中）に乗用事業による配車指示があり乗用事業の運行を行っ
た場合は、当該回送運行は実運行時間とは認められない。

21.複数系統を運行する車両（１台で３系統運行等）の待機時間については、明確に待機時間を算出することは困難である場合は、原則として、系統毎の計画サービス提供時間（ワ欄）を系統
数の合計値で除す若しくは系統毎の運行回数に応じた算出方法により算出されたい。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常
費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

12.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

13.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

14.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

15.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

16.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

17.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

14,294,683円

14,294,683円 14,294,683円



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【デマンド型（区域）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

台 時間 ％

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 時間

2 日 回 時間 時間

3 日 回 時間 時間

4 日 回 時間 時間

系統 時間

1

2 円

3 円

4 円

2,639千円 2,639千円合計 14,404,612円 6,968,250円 7,436,362円 7,436,362円 7,436千円

円 千円

円 円

3,718千円

ネ ネ×1/2＝ナ ラ ム

武蔵・相模

14,404,612円 6,968,250円 7,436,362円 7,436,362円 7,436千円 3,718千円

円 円 千円 千円

千円

千円 千円

円

0時間 0 5,274時間

補助ブ
ロック名

申請
番号

補助対象
経常費用
の見込額

経常収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

タのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町

村外乗入部分以
外に係るもの

合計 １時間

補助対象経費 補助対象経費の1/2
国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ナ又はラのうち
いずれか少ない

ほうの額）

ト×ワ以下の
額：カ

チ×ワ以上の
額：ヨ

カ－ヨ＝タ タ×ヲ＝ツ

時間 時間

時間 時間

計画サービス提供時
間

（リ－（ヌ＋ル)）÷リ＝
ヲ

ワ

武蔵・相模

293日 5,274回 １時間

発地
営業
区域

着地

リ ヌ

0時間 0 100% 5,274時間

時間 時間

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行
日数

ル

計画運行
回数

１回あたりサービス提
供時間

リのうち補助ブロック外
乗入部分に係るサービス

提供時間

リのうち同一補助
ブロック

市区町村外乗入
部分に係るサービ

ス提供時間

補助ブロック外乗り入
れ部分及び同一補助ブ
ロック市区町村外乗り

入れ部分以外のサービ
ス提供時間の比率

補助ブロック名
補助対象事業者の

時間当たり経常費用
ロ÷ハ÷ニ＝ホ

地域時間当たり
標準経常費用

ヘ

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

ト

時間当たり経常収益
イ÷ハ÷ニ＝チ

武蔵・相模 3,676円 　　57銭 2,721円　　　96銭 2,721円　　　96銭 円　　　　銭

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数

（ハ）

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

経常収支率

営業損益 千円 営業外損益 経常損益

事業者名 株式会社東埼玉観光バス 平成29年度

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 千円 営業外収益 経常収益（イ）

営業費用 千円 営業外費用 経常費用（ロ）



1

2 円

3 円

4 円

円 円 ％ 円 ％ 円 ％

21.複数系統を運行する車両（１台で３系統運行等）の待機時間については、明確に待機時間を算出することは困難である場合は、原則として、系統毎の計画サービス提供時間（ワ欄）を系統
数の合計値で除す若しくは系統毎の運行回数に応じた算出方法により算出されたい。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常
費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

15.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

16.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

17.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

18.サービス提供時間とは、事業開始時間（運行開始時間）から事業終了時間（運行終了時間）までの間をいい、その間の待機時間、回送時間、予約受付にかかる時間についても含める。な
お、サービス提供時間外に行われる予約受付等については、補助対象外とする。

19.待機時間とは、サービス提供時間のうち、実運行しなかった時間をいう。但し、休憩時間及びその他事業に従事している時間は含めない。

20.回送時間について、乗客が降車した後、帰庫する際の回送運行は実運行時間として差し支えない。なお、回送運行中（帰庫途中）に乗用事業による配車指示があり乗用事業の運行を行っ
た場合は、当該回送運行は実運行時間とは認められない。

 9.「１回当たりサービス提供時間」（リ欄）については、【（１回あたり平均運行時間）＋（１日あたり平均待機時間／１日あたり運行回数）】により算出すること。

10.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算
出すること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

11.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが
異なる市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

12.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

13.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

14.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載
すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付
け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.「補助対象期間の前々年度の保有車両台数」の欄は、事業者が保有する車両数でなく、生活交通確保維持改善計画に記載された運行系統を運行するにあたって必要な車両台数を記載す
ること。

 6.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 7.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 8.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

合計 12,421,980円

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で
定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

0

12,421,980円 100%

負担額 負担割合 負担額 負担割合

武蔵・相模

12,421,980円

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控除

した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

ノの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の
具体的概要

ホ×ワ－ヨ＝ウ ウ－ム＝ノ 負担額 負担割合 負担額 負担割合



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【デマンド型（区域）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

台 時間 ％

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 時間

2 日 回 時間 時間

3 日 回 時間 時間

4 日 回 時間 時間

系統 時間

1

2 円

3 円

4 円

2,639千円 2,639千円合計 14,404,612円 7,778,925円 6,625,687円 6,625,687円 6,625千円

円 千円

円 円

3,312千円

ネ ネ×1/2＝ナ ラ ム

武蔵・相模

14,404,612円 7,778,925円 6,625,687円 6,625,687円 6,625千円 3,312千円

円 円 千円 千円

千円

千円 千円

円

０時間 0 5,238時間

補助ブ
ロック名

申請
番号

補助対象
経常費用
の見込額

経常収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

タのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町

村外乗入部分以
外に係るもの

合計 １時間

補助対象経費 補助対象経費の1/2
国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ナ又はラのうち
いずれか少ない

ほうの額）

ト×ワ以下の
額：カ

チ×ワ以上の
額：ヨ

カ－ヨ＝タ タ×ヲ＝ツ

時間 時間

時間 時間

計画サービス提供時
間

（リ－（ヌ＋ル)）÷リ＝
ヲ

ワ

武蔵・相模

291日 5,238回 １時間

発地
営業
区域

着地

リ ヌ

０時間 0 100% 5,238時間

時間 時間

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行
日数

ル

計画運行
回数

１回あたりサービス提
供時間

リのうち補助ブロック外
乗入部分に係るサービス

提供時間

リのうち同一補助
ブロック

市区町村外乗入
部分に係るサービ

ス提供時間

補助ブロック外乗り入
れ部分及び同一補助ブ
ロック市区町村外乗り

入れ部分以外のサービ
ス提供時間の比率

補助ブロック名
補助対象事業者の

時間当たり経常費用
ロ÷ハ÷ニ＝ホ

地域時間当たり
標準経常費用

ヘ

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

ト

時間当たり経常収益
イ÷ハ÷ニ＝チ

武蔵・相模 3,676円 　　57銭 2,721円　　　96銭 2,721円　　　96銭 円　　　　銭

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数

（ハ）

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

経常収支率

営業損益 千円 営業外損益 経常損益

事業者名 株式会社東埼玉観光バス 平成30年度

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 千円 営業外収益 経常収益（イ）

営業費用 千円 営業外費用 経常費用（ロ）



1

2 円

3 円

4 円

円 円 ％ 円 ％ 円 ％

21.複数系統を運行する車両（１台で３系統運行等）の待機時間については、明確に待機時間を算出することは困難である場合は、原則として、系統毎の計画サービス提供時間（ワ欄）を系統
数の合計値で除す若しくは系統毎の運行回数に応じた算出方法により算出されたい。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常
費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

15.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

16.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

17.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

18.サービス提供時間とは、事業開始時間（運行開始時間）から事業終了時間（運行終了時間）までの間をいい、その間の待機時間、回送時間、予約受付にかかる時間についても含める。な
お、サービス提供時間外に行われる予約受付等については、補助対象外とする。

19.待機時間とは、サービス提供時間のうち、実運行しなかった時間をいう。但し、休憩時間及びその他事業に従事している時間は含めない。

20.回送時間について、乗客が降車した後、帰庫する際の回送運行は実運行時間として差し支えない。なお、回送運行中（帰庫途中）に乗用事業による配車指示があり乗用事業の運行を行っ
た場合は、当該回送運行は実運行時間とは認められない。

 9.「１回当たりサービス提供時間」（リ欄）については、【（１回あたり平均運行時間）＋（１日あたり平均待機時間／１日あたり運行回数）】により算出すること。

10.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算
出すること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

11.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが
異なる市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

12.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

13.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

14.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載
すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付
け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.「補助対象期間の前々年度の保有車両台数」の欄は、事業者が保有する車両数でなく、生活交通確保維持改善計画に記載された運行系統を運行するにあたって必要な車両台数を記載す
ること。

 6.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 7.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 8.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

合計 11,478,948円

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で
定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

0

11,478,948円 100%

負担額 負担割合 負担額 負担割合

武蔵・相模

11,478,948円

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控除

した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

ノの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の
具体的概要

ホ×ワ－ヨ＝ウ ウ－ム＝ノ 負担額 負担割合 負担額 負担割合



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域の内訳

　国庫補助上限額の算定

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

（２）添付書類
１． 人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図

（ただし、全域が交通不便地域となる場合には省略可）

市町村名 幸手市

人　口

人口集中地区以外 21,393

交通不便地域

人　口 対象地区 根拠法

算定式

対象人口×１００円＋５０万円

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が上記３．に掲げる法律（根拠法）に基づき
地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。
また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域が存在する場合には、該当する区域
名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する事業年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳
を基に記載すること。
※なお、実施要領等で別に定める場合は、それによること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。
「交通不便地域」の欄は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域
とみなされる市町村、過疎とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振興
対策実施地域、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振
興山村に該当する地域の人口及び実施要領（２．（１）⑫）に基づき地方運輸局長等が
指定する交通不便地域の人口の合計（重複する場合を除く）を記載すること。

国庫補助上限額

2,639,000円

対　象　人　口

21393人



２．補助対象期間における損益の実績【地域間幹線・地域内フィーダー系統（乗合バス型運行・デマンド型運行）】

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

３．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

４．地域間系統の運行状況

起点
主な
経由
地

終点

日 日 回 回 回 回 ％

日 日 回 回 回 回 ％

日 日 回 回 回 回 ％

千円 営業外費用 経常費用（ロ）

補助対象期間の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 千円 営業外収益 経常収益（イ）

営業費用

補助対象期間の
実車走行キロ（ハ）

補助対象期間の
サービス提供時間(デ

マンド型)（ハ）

時間 経常収支率

営業損益 千円 営業外損益 経常損益

補助ブロック名
補助対象事業者の実車走

行キロ当たり経常費用
ロ÷ハ＝ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ＝ト

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

地域
協働
推進
事業
の特
例措
置の
有無

運行
系統
名

運行系統

日 日

運行割合
（100%を超え

る場合は
100%を上限
とする。）

国庫補助金
内定額

国庫補助金（６条関係）
申請額

チ リ ヌ ル
（リ＋ル）÷

チ＝ヲ
ワ ワ×ヲ＝カ

計画運行
日数

実績運行
日数

計画運行
回数

実績運行
回数

運休回数

運休回数
のうち１２条
２項ただし
書によりや
むを得ない
として大臣
が認めた回

数

％ 千円 千円

千円 千円

回 回 回 回

千円 千円

千円 千円

合計 系統 千円 千円



５．地域内系統の運行状況（乗合バス型運行分）

６．地域内系統の運行状況（デマンド型運行分）

日 日

回 回

日 日

回 回

日 日

回 回

日 日

回 回

補助ブ
ロック名

市区町
村名

申請
番号

運行
系統
名

運行系統

計画運行
日数

実績運行
日数

国庫補助金（16条関係）
申請額

起点
主な
経由
地

終点

い ろ は に

計画運行
回数

実績運行回
数

運休回数

運休回数
のうち１２条
２項ただし
書によりや
むを得ない
として大臣
が認めた回

数

運行割合
（100%を超え

る場合は
100%を上限
とする。）

国庫補助金
内定額

（ろ＋に）÷
い＝ほ

へ へ×ほ＝と

日 日 回 ％

回

千円 千円

日 日 回

回 回 回

％ 千円 千円回 回

回 ％ 千円 千円

日 日

回 回 回

回 ％ 千円 千円回

合計 系統

回 回

日 日

％ 千円 千円

国庫補助金
内定額

国庫補助金（16条関係）
申請額

発地
営業
区域

着地

ち り ぬ

実績運行
日数・実績
運行回数

計画運行
(ｻｰﾋﾞｽ提
供)時間

実績運行
(ｻｰﾋﾞｽ提
供)時間

運休(ｻｰﾋﾞｽ
提供)時間

運休時間
のうち１２条
２項ただし
書によりや
むを得ない
として大臣
が認めた時

間

運行割合
（100%を超え

る場合は
100%を上限
とする。）

運行系統

計画運行
日数・計画
運行回数

る
（り＋る）÷

ち＝を
わ わ×を＝か

時間 時間

補助ブ
ロック名

市区町
村名

申請
番号

運行
系統
名

時間 時間 時間

千円

時間 時間 時間 時間

時間 時間 ％ 千円

時間 ％ 千円 千円

％ 千円 千円

時間 ％ 千円 千円時間 時間 時間

％ 千円 千円合計 系統



(1) 記載要領

 7.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱
第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 8.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況（千円未
満の端数は切り捨て）を損益状況欄に記載すること。
 9.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338号、
自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、別の方法により算出し、その算出方法を明確にした書類を添付
すること。

10.申請番号は、計画内定時の番号と同一にすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

11.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

12.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 1.　４から６のうち、申請を行わない事業については省略することができる。

 2.（チ）、（い）及び（ち）欄については、大臣に認定された生活交通確保維持改善計画に記載された計画運行日数・回数又は時間を転載すること。

 3.（リ）、（ろ）及び（り）欄については、補助対象期間中に運行した日数・回数又は時間を記載すること。なお、実績運行日数・回数又は時間について、盆・正月・その他の期間に減
便した場合は、減便した日数・回数又は時間を除いた数値を記載すること。

 4.（ヌ）、（は）及び（ぬ）欄については、計画運行日数・回数又は時間のうち、補助対象期間中に運休した日数・回数又は時間を記載すること。
 5.（ル）、（に）及び（る）欄については、補助対象期間中に運休した日数・回数又は時間のうち天災その他やむを得ない場合として大臣が認めた日数・回数又は時間を記載するこ
と。
 6.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用
を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類

 2.　様式第１－５の運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（補助対象路線に係るものに限る）※フィーダーについては、運行系統別輸送実績のみ

13.「実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

14.「国庫補助金申請額」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1千円～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

15. （ほ）及び（を）欄の合計額は、各系統の運行割合の和を、系統数で除した値を、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

16.（ヲ）、 （ほ）及び（を）欄は、小数点第２位（第３位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

17.デマンド型運行については、（ハ）を補助対象期間のサービス提供時間（デマンド型）に読み替え、実車走行キロ当たり経常費用（二）及び経常収益（ト）は、時間当たり経常費用
及び経常収益と読み替えることとする。

18.４.地域間系統の運行状況について、「地域協働推進事業の特例措置の有無」の欄は、地域協働推進事業計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合、特例
措置15人未満の系統の場合は「1」を、特例措置15人～150人の系統については「2」を記載する。


